
貿易登録申請事業者各位 

平素より本所貿易証明をご利用いただきありがとうございます。 

 

京都商工会議所発行の一般原産地証明書、インボイス証明、サイン証明につきまして、 

以下のとおり変更がありますのでお知らせいたします。 

 

運用開始日：2026 年 4 月 1 日より 

変更事項： 

 ①国名表記 

  新たに以下の国名表記を認めます。 

  大韓民国 Korea 

  トルコ共和国 Türkiye    

   ※オンライン発給の場合「ü」は使用できないため、その場合は Turkiye でも可。 

 ②サンゴの学術名 

  2026 年 3 月 5 日よりワシントン条約附属書Ⅲに掲載されている 

  一部学名変更に伴う変更に伴い、原産地証明の記載も変更となります。 

   

 

 

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

問い合わせ先  

 京都商工会議所 会員部 貿易証明担当 

TEL:075-341-9761  E-mail:boeki@kyo.or.jp   

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋ 

 


